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特集・家庭・家族を見つめる

日本の家族の動向
子育てへの影響

た　　　　　む・～

田　　村

東洋大学教授
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　1，戦後の混乱期（昭和20～25年）

　敗戦によ1］日本に進駐した連合国総司令部（GHQ）

の占領政策は、B本か再び．侵略と戦争をひき起こ

さないよう、日本の国家と社会の体質を根底から変

革することにあった，家族については、それまでの

いえ制度が従来の日本の国家や杜会構造に組み込ま

れ、末端でガ．ソチリと支えた基礎単位であったため、

変革の重点目標とされた。その際、変革の方向とし

ては、支配者の常として、また、その後のH本との

関係統合をよりしやすくするために、）米欧の母国の

民主主義、個人主義の文化に基づく、夫婦中心の核

家族制度を適用し方向づけた，敗戦後の混乱と、日

本民族に根深くある支配一依存型のためか、政府も

国民も意外なはど異を唱えず、これを受け入れる姿

勢をみせた。

　終戦後の混乱とは、集団性の強い国民か生活の拠

りどころとしてきた、従来のいえを含む集団組織が

ほとんど解体していったこと、そして日常の衣食住

に窮乏したことにあろう。そうした中で．人々がま

ず生活の拠りどころとして求めたのは、やはり身近

な家族の新・再構成であり、他の家族や人々はもち

ろん、同L家族員の傷心くの配｝蓮すら乏しい、余裕

のない生活資源の確保であった。戦後は、後の経済

価値追求につらなる生活資源充足の価値、後のマイ

ホーム主義や家族の分解・個別化につらなる家族と

家族貝の自己中心主義、そして、戦争のトラウマ〔心

的外傷）から今日にいたるも放置されたままになっ

ている、個と集団の新旧文化の分裂や混沌化から、

出発している。

　男性〔丸や父親）は、それまで自らが中心てあり

優位であった集団とその支えをなくし、裸の無力感

に呆然自失もした（終戦ボケ）．；そして、窮乏生活に

追われることが、一種の救いにもなったのである、

後の企業集団へののめリ込みと、仕事に追われるこ

との一・種の救いは、心も窮乏したこの混乱期に発し

ていよう、女性〔妻や母親）は、いえ制度下（“家内”〕

も戦時中1銃後の守リ〕も、そして地位の向上した

／男女平等1戦後も、ひき続き多く家族の中にあり、

∫㌧どもを産み育て、自信喪失の夫を支えて、現実の

窮乏生活に奮闘していた。女性のこの生活力の遇し

さは．家族集団の中によりしっかりと搬をおろして

いたことによろうか、これか家族生活の現実におい

て優位化をもたらし、後の家族内の実権者へと発展

してゆく．



　子どもは、家族の新・再構成によるベビー・ブー

ムであったが、混乱窮乏期で栄養も保健医療もゆき

わたらず、多産多死の傾向にあった。また、親は窮

乏の生活確保にあけくれて、子どもの保護や指導を

十分かえりみる余裕に乏しかった。多くの子どもは、

表面親に協力しつつも、内面には新しい時代と教育

を受けて親とは別の世界をつくり、そして自己中心

の方向をたどっていった。他方、一部の子どもは、

戦時中からうち続く窮迫がことさらに辛かったのだ

ろうし、親の保護・指導もより不十分で放任され、

どうしようもなく耐えがたいものがあったのだろう。

家族も親もなく街に放り出された戦災孤児・浮浪児

には、なおさらのことがあったろう。こうして非行

も多発し、戦後の第1次のピークをなしている。

　2．経済復興と模索期（昭和26～34年）

　日本は昭和26年に独立したが、前年に勃発した朝

鮮戦争の特需景気を転機として、以後急速な経済復

興へと向かった。新制度も徐々に定着化し、家族も

ようやく安定とゆとりをもち始めた。しかし、いっ

たん統合性が崩れた家族では、なお新旧文化の断層

があり、人々は安定化を基盤に新しい家族のあり方、

子育ての仕方を求めて、模索期にあった。現実の家

族生活は、何らかの調整がなされなければやってい

かれないから、この模索期がもう少し長ければ、そ

こに自然に個と集団の新旧文化が統合され、日本独

特の新しい家族のルールができたであろうものを、

と惜しまれる。実際は、次の高度経済成長の大津波

に呑みこまれてしまい、このルールの未確立が後の

家族の分解・個別化をひき起こすようにもなる。

世界の児童と母性

　そのほか、家族はとにもかくにも経済生活の回復

・ 安定化をめざし、そのためには、他の家族や親族

のことなど構っていられなかった。特に向上のテン

ポが早かったのは“三種の神器”（白黒テレビ、電気

洗濯機、電気冷蔵庫）に象徴される都市の若年夫婦

で、そこでは育児費も節約されて、大量の人工妊娠

中絶を含む少子化へと向かった。こうした経済価値

と自己中心主義が、少子化を含んで次の時代へ引き

継がれてゆく。

　男性は、職場に集団を求め、仕事に追われること

に安定と自信を回復し、同時に家族の収入貴任者と

しての地歩を占めるようになった。しかし、これが

以後、夫婦の性別役割分担を明確化して、男性の家

事・育児への非協力を生むようになる。女性は、新

制度の定着化、親族にあまり煩わされない家族の自

己中心主義、性別役割分担、主担当の消費生活領域

の拡充、少子化、家事・育児の労働の軽減化などに

より、いよいよ家族内生活を現実にとりしきり、実

権者になっていった。

　子どもの出生率は、前述のことと婚姻率の激減、

産児制限の普及、住宅の逼迫・狭小などがあって、

×幅に低下した。他方、抗生物質などの新薬や、母

子保健を始めとする予防・治療も開発・整備されて、

死亡率も激減し、これ以後日本は少産少死型へ移行

するようになる。親子関係では、家族の安定化を基

盤に、ややアメリカ直輸入のきらいもあったが、子

どもの主体性を尊重し受容する民主主義を中心に、

現実の親子生活の再建・再統合が慎重に模索された。

こうした状況下に非行も谷をなしているが、青少年

の自殺率のみは空前のピークを示している。これは、
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就職や男女関係・結婚などの重大事項については、

まだ親やおとなたち、社会の支援を十分受けられず、

文化変動の先駆的犠牲になった者が、少なからずあ

ったためであろう。

　3，高度経済成長と経済生活水準追求期（昭和35～

　　47年）

　日本は、前期に引き続いて一挙に高度経済成長を

遂げ、人々は戦争にまつわる暗い過去のトラウマを

振り払うように、明るい豊かな経済生活水準追求に

走った。そして、それを実現させる報酬と便益は都

市の産業と環境にあるとして、ここに大量の人ロ流

動による都市の過密と農村の過疎を生じた。しかも、

流動したのは若く働ける年齢層であったため、彼ら

は大量の核家族化時代を現出した。それは、都市に

寄り集まったバラバラの孤立した弱小の家族群であ

り、他方、農村では以後、老人の高齢者世帯が増加

することになる。いずれにしても、従来の三世代家

族は分解して減少し、近隣に住んでいた親族組織も

地域社会も、都市の再開発を含んで、解体へと向か

った。こうして人々は、多かれ少なかれ経済生活向

上の夢の実現に成功したが、このことがかえって、

以後にとらわれ続ける経済生活の価値となってしま

ったし、また、家族内外の関係統合をおろそかにし

て、脆弱な自己中心のマイホーム主義や、より恵ま

れた労働者階層の生活をめざす道に、われとわが身

を駆り立てていった。

　男性は、ほとんど“会社人間”で、職場への同一

化と役割遂行に尽疲していた。こうして家族外では

自信を強めたが、家族内では性別役割分担の徹底化
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で、“ごろ寝”の自分勝手な亭主となっていった。女

性は、男性と共に経済的に恵まれた労働者階層の生

活を求め、家族生活も子育ても、この線に沿って支

配・干渉し、家族員を依存させる支配一依存型を形

成した。ここから少子化した子どもを、勉強・進学、

健康・安全、従順な“よい子”の3本柱で集中的に

管理し、その余のことについては溺愛・過保護的に

も報いた。後半期は、社会的な労働力不足と家族経

済の価値、そして家事・育児の一層の労働力の軽減

化から、共働きなど脱家族化が増加し、保育園など

の急増ともなってゆく。

　子どもは、こうした状況下にきょうだい集団を失

い、施設集団での子育ての増加、更には地域社会の

解体、遊び場の不足、塾通いなどかち地域の異年齢

集団の喪失にも遭った。それは、社会に出る前に多

様な人間関係における体当たりの訓練を失うことで、

とかく親や集団優先のもとに自分が抑えられ内圧感

情となって、後年、体力や知力がつくとともに、一

部に暴力、いじめ、非行などの問題行動発生を準備

したかにみえる。

　なお、前半期に非行の第2のピークがあるが、こ

れには、人口と階層の流動か激しくて、社会全体か不

安定で混乱もあったこと、子どもも転居・転校して

なじんだ集団から離れ、健全な遊び場も喪失したこ

と、そして親も子も消費ブームに駆り立てられ、家

族に前記のように倫理的な指導が乏しく、子どもは

煽られた欲望のままに短絡的に突っ走ったこと、な

どがあろう。これらの状況が、それなりに安定した

後半期に非行は谷となる。また、青少年の自殺は、

就職、男女関係、結婚が青少年にとって好条件にな



り、激減から漸減へと向かうようになる。

　4．経済の低・安定成長と問題多発期（昭和48年～

　　現在）

　人口流動は鎮静化し、核家族化も鈍化した。また

恵まれた労働者階層への道は狭く険しくなり、競争

は激甚で、大部分の家族は内外の支配一依存型の締

めつけのもと、なんとか既得の階層を守り、その経

済生活水準の維持・防衛に精一杯である。そのため

には、共働き、長距離通勤、単身赴任、出稼ぎも辞

せず、また、養教育の保育園や塾、家事・育児の商

品化など、外部依存を強めてもいる。他方、こうし

た状況下に、これまで同一化してきた職場や中流か

　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　び　　　■　　　　　　■　　　｝　　　ロ
らの“落ちこぼれ”も増加し、そのもがきとあがき

から、サラリーマン金融などを含んで、一部の家族

に家族員相互の不和や自分勝手な放任一孤独型が生

じ、危機や崩壊もめだつようになった。

　いずれにしても、こうした不安定な余裕のない状

態は、親族、家族同士、地域社会はもちろんのこと

家族内の人間関係においても、相互に拡散化、個別

化、孤立化を招来している。家族と家族員は一層自

己中心的になって、さらなる分解が進み、内外とも

に集団性を失って、個別化の危機へと向かっていよ

う。こうした危機的状況を、発達し成熟してきた社

会保障や福祉制度が支えるようになっているが、現

在、それへの依存と負担が財政を中心に過重になり

そうなので、その見直しや軽減化が図られている。

とはいえ、主体的統合能力がまだ弱く依存的な個人

や家族が、このままで自助・自立し、再度困難で危

機的な生活を背負い切れるかどうかは、危倶される。

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児意と母性

　男性は、企業の人減らし、労働時間の短縮化、オ

ー トメーション化、終身雇用・年功序列制の解体、

企業の統廃合・淘汰・倒産、そして、家族の性別役

割分担の形骸化、夫としての収入責任能力の相対的

・ 絶対的低下、外部依存の家族生活の多様化・拡散

化などにあって、職場と家族に対する集団性の弱化

・ 喪失から、孤独・孤立の不安定化をきたしている。

しかも戦後の混乱期と違って、今度は女性や子ども

の脱家族化があって、一層の危機となりそうである。

　コ　　　シ

　女性は、企業の流動従業員化（パートなど）と家

計の生活防衛から、再度逞しい生活力を発揮して雇

用化へ転じた。また女性の高学歴化と社会参加意欲

も、同じく雇用化と家族外活動を盛んにしている。

しかしこのことは、女性も家族や親族との集団性を

弱め、弱化しつつある職場集団等への多様化、そし

て孤独・孤立化の道を歩んでいるようにみえる。こ

の女性の脱家族化は、日本の女性史上初めての体験

であり、今後にさまざまの問題発生が予想されよう。

　いずれにしても現在、夫婦や親子間に分解過程が

進み、そこに放任や不和、葛藤、家出、離婚、自殺、

ストレスによる疾病、精神障害などが、負担の重い

中高年夫婦の家族を中心に、めだってきている。特

に子どもは、前期に続いて、支配一依存型ないし放

任一孤独型に育って、自立を要する思春期に容易に

自立できず、その弱さからの逃避や、長年の内圧感

情の暴発を含んでの攻撃’暴力（いじめ〕を、呈し

たりもしている。登校拒否、疾病・セックス・薬物

（シンナーなど）等への耽溺も、めだっている。非

行は、やはり思春期非行が中心で、最近まで上昇一

方、戦後最高・最大の第3のピークをなしてきた。
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韓国の家族の動向
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　L世帯規模の変化

　今から20（〕年近く昔の戸［ユ統計によると、朝鮮の

1戸当たり平均人員は4，22人であった，朝鮮総督府

の統計に基ついた世帯規校資料によると、1910年の

4．77人から1916年の5．3］人に増え、それ以降は5．30

－－ 5．351tの間で安定し、1939年より再び増加の兆し

を見せている、そして、解放・南北分断後の韓国人

ロセンサスで；ま、1955年に5．46人、1960年に5．56人

と更に増加したのが、その後は一転して縮小傾向に

あり、1985年センサス中間発表では4．23人にまて『減

少した．偶然にも200年前の数値と同じサイズになっ

たわけである、統計としての精密さをもたせるには、

以上の数値にそれぞれ手をjJUえる必要かあるが、変

化の大勢はこれて’も把握されるであろう、すなわち、

世帯規模の変化はく高原→山♪型のグラフとして表

わされる。

　全国レベ’」での変化はLのようであるか、これを

地方別にみると、陸地部の各道に対して済州鳥が特

異な型を示している．文化人頬学者の泉靖一は著書

「済州島」で、1916geからICJ36年までの1司島の世帯

人口の変化を図に示している．それによると、年次

による大きな増滅はありなからも、趨勢として1917

年の5．0人（陸地部との差はまだ大きく開いていない）

から、1933～34年の3．9人にまで落ちこんでいる．そ

の翌年、翌々年はまた増えている．これに韓国人【」

センサスの数値をつなけてみると、1955年に4．5し）人、

1960年｛こ4．27人、1966年4．38人、］970年4．70人と増

加し、1975年4、47人、】980年4．38人と減少している，

これをグラフ化すると、ぺ谷→山）型になり、全国レ

ペルのそれとは異質の型になるが、最近においては、

全国で196e年、済州島でIE　70年ヒそれぞれに世帯規

模の最大ピーク期に10年のすれかあるにもかかわら

す、それ以降は同様に減少過程にあり、しかも両者

の差は縮まってきている

　済州島の家族構造は陸地部とは異質であるとして、

研究者たちにより注目されているか、世帯規摸の変

化の面からもその特異性かうかがえる，

　なお、lll朝鮮・韓国の斗己均世帯規模を日本と比較

すると、一　V・tして日本の方が小規模であるか、H　iF：

では1955年を画期とLてその後は急速に’」・規模化し

ているのに対して、韓国ではその5年後の1960年を

ピークとして、やはり急速な減少過程にあリ、・F行

的な変化を示しており、両者の関連分析も注目すべ

き問題となろう．
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　2．韓国の家族の構造

　日本植民地時代の済州島の人口変動の要因につい

て、泉靖一は出稼者の多さ（海女の出稼、男たちの

日本への出稼｝、独立生計を営む女性世帯の増加、均

分相続（末子相続的とも記している）などを指摘し

ている。これらを含めて、その後の韓国・日本の社

会学・社会人類学・民俗学・地理学などの領域の諸

研究者による、済州島の家族・親族に関する調査研

究ではいろいろな要素の分析が展開してきている。

その一端は李光奎「韓国家族の構造分析」国書刊行

会）や竹田旦「木の雁』（サイエンス社）などで参照

していただくことにして、ここでは韓国家族研究の

権威者である、社会学の崔在錫教授と文化人類学の

李光奎教授による、韓国の家族構造に関する要約を

みておこっ。

　崔在錫「済州島ノ親族組織」（ソウルで刊行）によ

ると、済州島家族の理想型は夫婦家族である。相続

は兄弟間で均分相続、そして徹底した分家主義と独

立生活に対する強い意志がある。一方、陸地部の儒

教的価値意識の強い両班層（上層）では父子の同居

する直系家族が理想型で、それの弱い下層では夫婦

家族が支配的である、とする。李光窒「韓国ノ家族

制度」（ソウル刊）でも、典型的な韓国の家は一つの

垣根の内に複数の居住棟があっても、そこに住む家

族は一つの同財集団、共同炊事集団を成している。

それに対して済州島の家族の場合、親夫婦、子夫婦

が一つの垣根の内で別々の棟に住み、カマドを別個

に用い、時には倉庫や田畑も別々に所有する、とし

ている。

　こうした地域的な家族類型論は、陸地部の内でも

世界の児東と母性

更に細分する視角もあり、こういう分析結果と日本

の社会人類学・民俗学での日本家族の地域類型論と

の比較に、研究者の関心が寄せられている現状であ

る。地域性論を強く前面に出していない末成道男（伊

藤亜人編「もっと知りたい韓国」弘文堂、に載せら

れている「人間関係」）は日本側の現世代の研究者と

して逸早く、フィールドワークの成果をふまえて、

日本のイエと異なる韓国の家（チプ）の特色を、次

の5点にまとめている。①男女分離思想が顕著、②

長幼の序の行為基準や女性の地位の変化に、年齢が

大きく影響、③家は個人を規制するよりは、個人の

情緒的なよりどころとなっている、④個人としての

独立性は幼時よりしつけを通して培われ、日本のよ

うに全体の合意を優先させたり、中国のように対立

局面を少なくするのとは対照的に、自己の意見を直

接的に表明することへの抑制は弱い。男女とも同様

であるが、年齢差の大きい場合は抑制される。⑤家

内での人間関係が兄弟関係や父子関係を通して外に

広がることが著しく、家は父系集団の最小の分節と

しての性格をもつ。要約されたものを更に引用のた

めに言葉を省略したので、あるいは理解しにくくな

ったかも知れないが、この⑤の内容が上でみてきた、

「世帯規模の縮小」、あるいは「韓国的核家族化」の

背景の理解に結びついてくる。

　3．「両班化」

　家族慣行の面で、儒教的色彩の濃い両班層の慣行

が庶民層にも浸透している、というのが、現在の韓

国の家族の大きな動きを理解する上で重要な、有力

な見方である。法律上の親族範囲は、父系血族8親
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等、母系血族4親等、夫の父系血族8親等、夫の母

系血族4親等、妻の父母、配偶者と規定されているt

更に法律は「同姓同本」の血族との婚姻を禁じているc

「同姓同本」とは、一族の祖先の発祥地（本貫）と姓が

同じ、という意味で、同姓同本集団は民法の親族規

定よりも更に遠い血族までも含む。儒教的祖先祭祀

はこの同姓同本集団内の祖先、派の祖先、四代祖以

降の祖先など、さまざまなレベルに対して行われ、

族譜・派譜などの子孫の系譜を記した本を備えてい

る。昔は族譜をもたないと蔑視されたので、この父

系原理で編まれた族譜を庶民層も作成して備えるよ

うになった．1910年前後の調査で「両班・儒生」は朝

鮮全戸の3％未満という数字もあるが、現在では軽

口に韓国人の90％以上が両班になったとか、両班を

自称するとか言われるくらい「両班化」が進んでいる。

　産業化と単系的出自集団（ここでは父系集団）と

は両立しえないとする学説に逆行するような現象が

韓国でみられるのである。これには、一面で北海道

と岐阜・山形両県を合わせたくらいの狭い国土に高

速パスを主とする交通網が発達して、全国一日交通

圏が実現されてきたことや、南北分断下で政変か重

なり、国家への帰属意識も不安定になりがちなこと

が影響しているかも知れない。

　正月や陰暦8k］　15日（秋夕｝をはじめ、年数回の

祖先祭祀の時には親族が集まり、儀式には男か参席

して拝礼するが、男児たちも後の方で大人たちを真

似て拝礼している光景も見られる。女性は供物や儀

式後の会食の調理を担当する．会食の際に見知らぬ

者が居ると系譜関係がたどられ、欠席者の消息やそ

の他のtN　ti山話に誰が司会するともなく話が進み、
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一一族の親睦が再び確かめられる。故郷でのこうした

交際を背景に、都市に住む核家族ないし夫婦家族も

孤立した集団ではない。頻繁な親族交際があり、都

市への進学・就職・通院などのために、地方から都

市家庭に来る滞在者・訪問者が少なくない。こうし

た親族交際も減ってきたという話を耳にするが、日

本人の目からみるとまだ頻繁な交際があるように映

り、「核家族化」という言葉と実態との間に距離があ

るように感じられるのである。

　4．母系親族との交際

　「両班化」は父系制を理想として親族の組織化か進

められており、祖先祭祀の儀礼がそれと密接な関係

にある。それに対して、個人の通過儀礼、とりわけ誕

生祝い、結婚式、還暦の祝い、葬儀には母方、妻方の

親族もよく参加する。1969年にソウルで行われた調

査を基にした、李効再「都市人ノ観族関係i（ソウル

刊〕では「親族主義の両系化」という言葉でそれが表

わされている。別居している子夫婦は、親族範囲の

認識は父・夫系をより広く考えているが、実際の相互

往来は夫方・妻方の両方がほとんど同じ頻度である

という。これは核家族世帯についての説明である。

　ところで、次の直系家族のような例もあるeソウ

ルで町工場を営み、一戸建住宅に住む家族で、工場

主である父親夫婦に長男夫婦、未婚の次男．長男夫

婦の長男（孫）の6人が同居している。その家族が孫

の満1歳を祝う「トハレチャンチ」をした。「トル」は

「回、周年」、「．チャンチ」は「宴」の意味がある。生

後F｛日目のチt’ンチをすることもある。生まれたて

は、古来の習俗では禁縄を門前に張りわたして、他



人の出入を禁じ、この百日チャンチないしトルチャ

ンチが赤ちゃんのお披露目の機会となる。韓国の写

真館の表に盛装した赤ちゃんの写真が多く貼ちれて

いるのは、この折の記念写真である。

　このチャンチの料理の準備に、当の赤ちゃんの母

親である妻、妻の母、妻の母の義姉、妻の母の兄の

息子の妻、妻の兄の妻の5人が協力した。赤ちゃん

からみると、母方の5親等までの女性がそこにいる。

赤ちゃんの父の母、つまりこの家庭の主婦が加わっ

ていないのは、彼女がキリスト教系のある教派の熱

心な信者で、固有の民間信仰を一切認めず、その日

は妻の実家へ留守番に行っていたためである。夫に

は姉妹が1人いるが、彼女も幼児がいて子守りの手

が離せないため、結局妻方の婦人たちが協力するよ

うになった。チャンチへの来客は、夫側の友人20名、

同僚工5名、親族8名の計43名。妻側の友人5名、親族

25名の計30名。合計73名が昼12時ごろより夜］1時半

まで入れ代わり立ち代わり訪れ、3室でそれぞれ接

待を受けた。こういう方式は大広間がなくても、多

人数分の食器がなくても大勢の客を招くことができ

る。いわば「時間差接待の祝宴」とでもいう形式であ

る。ホストの側は宴が長時間に及び、台所も大変で

あるが、客の側は「一堂に会する宴会」に比べ、ホス

トと気がねなく話せるし、見知らぬ人と同席する機

会も少ない。トルチャンチの客の贈物としてお定まり

の品は、金の指輪・金の腕輪などである。赤ちゃんサ

イズなのでそれぞれ小さな物で、何個も贈られる。

それを子どもが成長するにつれ、より大きなサイズ

に鋳直して、大学生になっても、大勢の人々より誕

生の祝福を受けた証を指に見続けているのである。

世界の児童と母性

　この家庭の場合は、主婦が独自な信仰をもってい

る点で特異な例となるかも知れないが、親族同士の

相互協力は父系に偏したものでなく、事情に応じて

母系にも広がることがうかがえる。

　5．しつけ

　LXt　「躾」は日本製の漢字であるので、「しつけが良い」

という子どものほめ言葉を何と言うのか、東京の大

学で学ぷ韓国人留学生に尋ねた。直訳すると、「礼儀

範節が良い」「家庭教育がよくできているJとか「く

せがない」などの表現がある。韓国の子どもの家庭

教育の中で重視される項目に、敬語の使用がある。

現在の日本では、就職直後に敬語教育が施されるよ

っになっているのに対して、韓国の都市中産階層の

子弟は学童期に敬語を身に付けているという調査報

告がある。都市化・都市問題の多くをかかえている

ソウルの学校は60人学級でも児童・生徒を学校に収

めきれず、2部式授業の学校もある。子弟の教育が

学校にのみ任せきりになる、都市下層の学童は敬語

を身に付けるのが遅れるともいう。すると敬語も家

庭でしつけられるわけだが、家庭での訓育者は主に

父親であり、母親と子どもの関係は男女ともに心情

的な絆が強いという（末成、前掲論文）。母子関係で

の「甘え」は子どもの成長後も日本より強いかも知

れない。それでは、父親が家庭教育に孤軍奮闘して

いるのか。筆者は、親族同士・各種の「契」（グルー

プ）員同士の大人たちがよく集まって、大人同士の

関係を子どもの前でそれとなく見せる機会の多いこ

とが、子どもの社会化に重要な機能を果たしている

のではないかと思っているが、どうであろうか。
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特集・家庭・家族を見つめる

ソ連の家庭・家族の事情
共働き、離婚問題への対策

稲　手　萱
臼本福祉大学教授

子

　共働き

　ソ連の家庭・家族を見つめるとき、多くの人ぴと

が関心をもつのは、まず第一に共働きが圧倒的に多

いことである．

　ソ連で共働きか非常に多いことは、労働可能年齢

の婦人の90％以ヒが就業していることから見ても明

らかである、何故そんなに共働きか多いのだろうか．．

　ソ連の慢性的な労働力不足や、賃金の相対的な低

さが共働きを余儀なくさせているのだといっマスコミ

の報道がある。しかしソ連科学アカテミー社会学研

究所か行った調査によると．「． もしあなたの夫の賃金

かあなたの質金をプラスした額になったら、あなた

は仕事をやめますか？」という質問に対して、回答

者の70％以上は「いいえ働きつづけます」と答えた．，

その理由を聞いてみると、共働きをつづけるのは、

経済的理由によるだけではなく、「働くことは．自分

が社会にとって必要な人間であることを自覚させ、

創造的な能力を高め、生活を充実させるから」とか、

「自分が受けた教育によって獲得した能力を牝会的

に生かしたいから1というような答えか多かった。

すなわち現代のソ連の婦人にとっては、共働きでな

い生活などは考えられなくなっているのである、し

かし多くの家族にとって、共働きをつつけることが

可能なのは、働く婦人に対する母性保護政策が行き

とどいていると同時に、f’どもを持つ家族に対する

国家の配慮か行きとどいているからであるtt例えば

ソ連の労働法は、婦人労働を広く用いている企業1施

設・団tPt　I」に対して、保育所、幼稚園、授乳室、婦

人休養室の設置を義務つけている1ロシア連祁共和

国労働法典第172条）n

　保育所、幼稚園などの就学前児童施設は常に増設

されており、都市のヂどもの約70％がそれを利用し

ている、これらの就学前児童施設にf・どもを預ける

費用の80％を国か支払っているので、親の負担する

分は20％に過ぎない，子だくさんの家庭については、

この小額の親の負担金が更に半分に減額され、低所

得家庭の場合は完全に無料となる。また、小学校に

入ってからの学童保育も盛んである。ソ連の学童保

育は、わが国のそれとは違って、学校の授業が終了

すると、学校そのものが学童保育所となり、共働き

家庭の子どもたちは、両親が帰宅するまでの時間を、

学童保育学級で、先生と一緒に食事をしたり、散歩

をしたり、昼寝をしたり、勉強したりして過ごすの

である．現fE、1年生から8年生いノ連の義務教育
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は11年制て．ある1圭でジ咋徒の3分ク〕1が、この学

童保育学級で夕方まて．の時問を楽Lく安全に過ごL

ている．学童保育tt）際の給食費：ま、家庭の収入に吐：．

F二て全額無料、あるいは一部のみ硯の負担である、

　子どもたちのほとんどは夏休みを自然の中にある

ピオネー’レ・キヤン7で過ごす、例えば1985年には、

ソ連国内の7万を越す郊外のヒオネール・キャンプ

を1、｛SOO万人の子どもたちカt．利用した、キャンフ1回

ぼ7日間1の利用に約1〔｝リループルかかるか、その利

用券の半分は無料で提供さt．L、残りのノkたちも実費

1）Z〔」％を負担するだけである

　ソ連の婦人か、．f〔ともを産んてからも安心して共

働きをつつ．け・’ンれるの；ま、　1”を持つ家族にk，j・する国

家の援助かこのように大きい二とと関．連していると

いえよう．

　そtLでは、母観か職業を持って働いていることは、

t”どもにどのような影響を与えているだろうか

　ロシア連邦共和国国際婦ノk年実行委貝会議長であ

ったリンヤ・ILイコワは、次のように述べている．

　「まノごいとけない幼秘、園a）園り己アこちと言舌し合う機

会かありました。「大きくな．．．たらf可になるの？』と

質問されると、彼女たちは「識物．1二になりたいわ三

「技帥になる」「調理師になるのよ』と口くrちに答え

ましたが、　番多かったのはその子の母親の職業で

した．母親は、その職業によって．r・どもたちの尊敬

を得ているのです」。

離婚

ソ連の家庭・家族について論じられるとき、人ひ．

ヒの関心をひきつけるもうひとつの問題は、離婚か

世界ノ、児蔵三ie性

　学校は【日中開放されている　モスクワ第146中学校
　の遊戯室（学童保育学級）（AP目提供）

多いということてある。事実、ソ連では、現在離婚

か人きな杜会問題となっている．

　1982年の統元トに．よると、ソ連グ）離k昏キ三L人LII．000

人当たりの離婚伴数旨は3、：］であり、アメリカク）5．1

について．、世界て第2位の高さを示している．i珂ト

iツか1．9、フランスが1．6、日本は1．4‘

　何故たろうか、離婚には多くの要因か複雑にから

みあっているのて、離婚の原因そのものを明らかに

することは困難て．あるか、今nのソ連で離婚を増加

させている一般的な杜会的要囚について考えてみる

ことは出来る　この観点から’／連の学者か、離婚の

増加をもたらした要閃の第一’としてあけ．ているのは、

婦人の杜会的労働への参加か高まったことである＝

このことは、ソ連たけてはなく、．他ク）すべての国に

おいても共通しているのたか．特にソ連の場合、婦

人の社会的労働への参加7渡合いかすばぬけて高い

ことにi上目しな〔ナtしは二ならない．

　婦人の職業分野は国民経済のあらゆる部門にわた

っているか、特に保健、社会保障．教育、牛活サー
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ビスなどの分野で婦人の占める割合か高く、男fよ

りも責任ある地位についている婦人も多い。しかも

資本主義1渚国とは違って、ソ連では男女同一労働同

一負金の原則か法律上だけでなく事実、Lも守られて

いるので、当然、婦人は家計に大きな収入をもたら

している、この結果、「夫は稼ぎ手であり．妻は主婦で

ある」という伝統的な役割分担がくずれ、妻は夫に

依存する存在ではなくなった。このことは同時に、

夫婦聞の意見の不一致や夫の性格に対する妻の不満

が離婚に結びつく可能性を高めている、すなわち家

族を結びつけている諸要素の中で、物質的な要素よ

りも杭神的な要素の占める割合か大きくなるヒとも

に、夫婦のおtlLいに対する情緒的な要求の水準か高

まリ、このような情緒的な要求か満たされない場合

に、相手に対して幻滅を感じる度合いが人きくなt）、

このことが容易に離婚に結びつくのである、Lかし

その反t寸に、夫婦ともに社会の一貝として働いてい

ることか家族の連帯感を強め、家族関係を強固にす

るということも見逃すこと：まできない　現にjVdilvき

の家族の中には、妻も大ヒともに社会’｝1沽を通ヒて

成長Lているので．夫婦の間の共通の関心かピポ、

ll：いに働く仲間としての尊敬や信軸ヒいう固い絆て

結ばれている家族が多い二とも事実である　従．．ンて、

婦人の社会的労働への参加の度合いが高いことたlt

かソ連の離婚率の高さの要因てあるヒするニヒは出

来ない

　そこで第二の要因としてソ連の学者たちに．よ．．て

共通に指摘されているのは、．1二業化、苔ll市化による

生i舌様式の変化というこヒて．ある．これもソ連だけ

の問題ではないか、工業化、都市化が家族関係に受

12

ぽす影響とは、川職場と居住の流動性の高さか家族

関係にもたらす不安定要因．‘2｝伝統的な地域共卜ij生

活や血縁集団か家族をつつみこも’度合いか：］すれる

こと、醐結婚が純粋に個tx的な関係になっているこ

となどであるとされている

　第三の要因としてあげられているのは、’ノ連て．長

い間重．τ1業優先の成長政策かとられざるを得なか・．．

た結果、社会的生活サーヒスの充足度か達成されて

いないため、住宅条Wか悪いニヒや1特に若い友婦

か独立住居力；ないたbに規と1司｝甫を余儀なくされる

ことかある：家Fl呈労働ク）負担か軽IWさオLていないこ

となどか家庭内トラフJLのたねになりやすいこヒて

ある

　それて：まこうしたこヒか要因とな・．・ている離婚現

象に対して、ソ連で：まどゐよ’｝な対策かたて；，tLて

いるのた．ろうか

　そのひとつは、結婚ヒ家族の問題についてゐカウ

ンセリン．ク‘の組織fヒてある　rt！71ai一にレニンクラー

ト市が結婚・家族問題相談所を設けたのを先例とL

学童保育学級のお昼寝時間

モスクワの小学校（AP同提供）



て、現在では多くの大都市に相談所・相談室が設け

られるに至っている。これらの組織は家族紛争につ

いての相談だけではなく、「結婚教育」や結婚の世話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク活動も行い、また家族問題の調査や政策立案も行っ

ているようであり、これらの諸活動を総括する概念

として「家族サービス」という慨念が生まれてきて

いる。

　離婚現象に対するもうひとつの対策は、安定した

家族生活の環境づくりにかかわるものである。

　1986ag　3月、ソ連共産党第27回大会は、第12次5

ヵ年計画の幕明けにあたって、「子どものいる家族へ

の援助を拡大し、婦人の労働・生活条件を改善する」

という基本方向を確認した。その具体的な内容は次

のとおりである。

　（1にれまで子どもが1歳になるまで母親に与えら

れていた一部有給の育児休暇期間を、子どもが1歳

半に達するまで延長するとともに、6ヵ月闘の追加

の無給休暇をとる権利を与える。

　②妊婦のための専門予防診療所網を発展させ、産

前休暇（現在8週間）及び病気の子どもを看護する

ための有給休暇を延長する。

　（3｝近年中に児童に保育所、幼稚園などの就学前施

設を保障する問題を解決し、そこでの養育条件を改

善する。

　〔4）約300万人分の就学前児童施設を建設する。

　（5）学童保育制学校網、ピオネール・キャンプ、学

童会館、スポーツ学校その他の児童施設網の発展を

継続する。

　同じく第27回大会で採択されたソ連共産党綱領新

稿も、「働く母親の状況の一層の改善jを目標とLr（か

世界の児童と母性

　学童保育学級一散歩の時間（APM提供）

かげ、その具体的な内容を（1）産前休暇及び育児休暇

の期間を延長する、（2）家族の休息のためのサナトリ

ウム、休息の家、保養所網を拡大する、（3）婦人雇用

のさまざまな形態を発展させ、婦人の希望に応ヒて

フレックス・タイム制や労働時間の短縮、自宅作業

方式をより幅広く適用する、などとしている。

　こうした働く母親や家族に対する一連の政策の目

的は、働く婦人の負担を軽減し、職業生活と家庭生

活を両立しやすくすることにあり、それ自体として

は直接に離婚の予防につながるものではないが、そ

れは結局のところ新しい家族関係の条件づくりに寄

与するのであって、それを通じて家族関係の安定の

ためにプラスに作用することにもなると考えられて

いる。

　こっしたさまざまな政策が既に積極的にすすめら

れつつあることの成果であるとは断定できないが、

ソ連における離婚の増加傾向は、ここ数年頭打ちと

なってきていることが統計上明ちかにされている。
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特集・家庭・家族を見つめる

西ドイツの家族問題

はる　　　　　み　　　　　Lt

春　　見　　静

上智大学助教授

子

　ヨーV・ソバの家族は19世紀の工業化と都市化の中

で、市民的法治国家を形成するうえでの基礎的単位

としてその重要性が強調されるようになった。それ

に先立ち、キリスト教会は、家族を婚姻関係の夫婦

とそれよリ生じる子どもより成る最小の自然的社会

共同体としてその重要性を強調してきた。婚姻は秘

蹟であり、教会がその有効性と時には無効性を宣言

し、特別な祝福を与え、夫婦は三位一体の神を模範

として子どもをキリスト教に導き、各自の人格の完

成を目指す使命を負っていると教えられてきた。教

会のこのような家族観はそのまま国家の家族観とし

て受け入れられた，ドイツ連邦共和国の基本法が、

その第6条に家族の特別な保護を定めているのはこ

うした背景による。現在も国民の約90％が新・旧い

ずれかのキ：iスト教会に属しているという国柄から

しても、結婚が教会で執り行われる場合が非常に多

い、それにもかかわらず、キリスト教の教えを毎日

の生活に文字どうり生かしている信者の数はますま

す少なくなっている．都市や若者の間での宗教離れ

の傾向が特に著しい。社会の世俗化が進む中で家族

は指針を失い多くの困難に直面するようになる。変

動する社会のさまざまな問題は容赦なく家族に押し

寄せ、「家族はもはや平和なオアシス」ではあり得な

くなっている，人口構造の変化．出生率の低下、14

歳以下の児童の人ロの減少、離婚や別居家族の増大、

婦人の職業生活への進出、目標をもたない青年たち、

外国人家族の問題等は西ドイツが国をあげて取り組

まなければならない重大な問題であリ、家族政策と

社会福祉の緊急で深刻な課題となっている。

　L少なく産んで完壁に育てる

　］964年から79年までの年間の出生絶対数は104万人

から58万人に大きく減少した。一加8歳以下の児童

の人口もおよそ1，500万人となり、ドイツの6．150万

人の総人口の約24％となった。また一家族当たりの

児童数は1．51vで、これを人口の純再生産率に直すと

0．7で、入口の減少は避け難い状況となった。この現

状に衝撃を受けた政府は、1980年の連邦議会の総選

挙に向けて、家族政策の重大性を強調した、児童の

出生を低下させている背景を分析し、それを食いtk

める手段を講じることが必要であるとされた，

　出生か滅少している反面、生まれてくる子どもた

ちも決して祝福され望まれてこの世に生を得ている

ものばかt｝ではないという現実かあるtt少し極端な
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統計では、生まれる子どもの％までか少なくとも誕

生の時点までは望まれていないとまでさえ、いわれ

ている。特に非常に若いカップルの場合には、妊娠

についての十分な知識も用意もないままに、また親

としての自覚を持つ前に出産してしまうことが多い。

結婚と家族に関する援助システムの確立と、特にこ

うした若い人への助言や相談を行う機関が整備され

ることが望まれている。実際には避妊や中絶が簡単

に行われ、セ7クスは子どもをつくることとは別な

ものと考えられるようになっている。それと同じ文脈

で、結婚も家庭をつくるという制度的な面よりも個

人的なものとして認識されるようになってきている。

いわゆる結婚の個人化（lndividualization）が進んで

いる。といっても実際に子どもが生まれると大部分

のカップルは子どもを受け入れるし、また社会制度

としての家庭を築き、そこで子どもを養育している。

　子どもを養育するうえで現代の社会が適していな

いという認識も広く行き渡っている。第一に子ども

の教育は昔とは比較にならないほど変わってしまっ

た。教育期間が著しく延長され、多くの子どもたち

は18歳かそれ以上まで教育を受けている。子どもの

教育はもう一つの仕事とまでいわれるほど、親に重

い責任と負担を負わせるものになっている。経済的

な負担はその一つである。子どもをたくさんもつこ

とによって両親はそれまでの生活水準を維持できな

くなることを怖れている。1973年の統計によると、

同一所得の家庭で子どもを一人もつと子どものいな

い家庭に比べて84％程度の生活水準を余儀なくされ

る。子どもが3人になると57％にまで低下するとい

われる。そのために子どもはできるだけ少なく産み、

世界の児童と母性

完壁に育てようという努力がなされる。育児書や児

童心理学の専門書が巷にあふれ、子育てに失敗しな

いように親は多くの専門的知識で武装して、子ども

の生理的・生物的欲求だけでなく、心理的社会的欲

求にも十分応えてやるべく至れり尽せりの環境を用

意する。親は、育児は親としての務めで、それによ

って特別な見返りを求めたり得をするものではない

ことを認めつつも、そこから多くの満足と生活の充

実を得て、時には外見的にも評価されるような成功

を求めるものである。一つの職業のように子育てに

没頭している親は決して少ないとはいえない。こう

した事態は子どもにとっては必ずしも好ましい面ば

かりではない。時に子どもを偶像化して必要以上に

甘やかすこともおこる。プレゼントを多く与えすぎ

たり、子どもの機嫌をとったり、子どもの言いなりに

なる。精神的な傷を与えないように配慮しすぎるこ

とが逆に本当の意味で子どもを育てられない親をつ

くり出してしまう。親は子どもを崇拝することと教育

することとを混同している。このような甘やかしは、

場合によっては子どもの虐待と表裏一体をなすもの

である。西ドイツでは発表されているだけで，年間

30．000人の子どもが虐待され、100人がそのために死

亡している。本当の数はその10倍ともいわれている。

　子どもの数が少なくなると、比較的早く子育てか

ら手が離れて婦人も職業生活に復帰できるようにな

る。現に15歳以下の子どもをもつ母親の％以上は何

らかのかたちで働いているといわれている。家に帰

っても親のいないいわゆる鍵っ子は退屈をもてあま

したり、情緒不安定になったり、非行に走ったり、

学業不振に陥ったりということがおこる。ただし母
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親の就労が子どもの非行の直接の原因ではないし、

むしろ、母親の働く姿を見て自立心が育ちしっかり

した考え方が身につくということも多いにちがいな

い。子どもが小さかったり、子どもの数が多いとど

うしてもフルタイムで働くことが難しくなる。一般

的に母親の稼働所得は父親のそれと比べるとかなり

低く、そのために家計の補助とされたり、自動車や

家具などの大きい買物のためにあてられたり、場合

によっては子どもの教育費の一部とされる。母親は

就労にあたり、安心して子どもを預けられる保育施

設や児童館、遊園地等を望んでいるがその充足度は

まだ十分とはいえない．（表1）働かないで育児に専

念する婦人に対して教育手当を支給すべきであると

いう提案もあるか実現されてはいない。

表1．年齢別児童施設の利用状況　　　　　　　　1gs2ny＊

年飴区分 児童数 定　貝 施設種別 供給率

⑪～3歳 】，849，Ooo 26，245 保育所 1．4％

3－6歳 L了36，9↓め L：；34．997 幼椎間 76．9％

6～15歳 6，591，100 85，831 学童保育所 1．3％

｛ト12歳 3，876，goo 86，831 学竜保冑所 2．2％〕

Deutscher　Bundesteg】0．　Wnhlperiode　D“rcksach“】o，・4623　fi　A

　子どもを育てている家族の負担を社会的に調整す

るための制度としてはおよそ次のようなものがある．

①児童f当：第一子より支給され、満］8歳までのす

べての児童を対象に親の所得と無関係に支払われる。

1981年の国のそのための支出額は185億マルクという

巨額を示している。②税金の控除：例えば配偶者が

いなくて、1人以上のr・どもを養育している場合に

は家計費控除として年tw4．212マルクが控除されるD

16

1981年の支出総額260億マルク。③母性休業補償：

出産のために休業する婦人に対して月額750マルク

と社会保険料を6ヵ月間支給するものである。総支

出額10億8千マルク。④義務教育以上、すなわち第

10学年以上に在籍の生徒と大学生のための教育補助

（貸付）として月額480マルクの奨学金が支給される。

支出総額37億マルク。⑤生計費補償金庫として、片

方の親が子どもを育てていて、生計義務者がその扶

養を怠っている場合で子どもが満6歳未満であれば、

36ヵ月間にわたり生活保護の基礎額相当額を支給す

る制度、支出総額1億1千マルク等である。

　2．新しい離婚法と子どもの福祉

　キリスト教の中でも特にカトリソク教会は信者同

志の離婚を認めていない。「神が合わせたものを人が

解くことはできない」という聖書の教えを文字通リ

に守っている。しかし、民法上はかつても今も離婚

は合法的に認められてきた。特に1976年改正された

婚姻、家族法において、それまでは配偶者のいずれ

かに落ち度があった場合にその責任を問われる意味

での離婚が成立したのであるが、新しい離婚法では、

夫婦の間の愛情がなくなり、生活共同体を維持する

ことが不可能となり、かつ回復の見込みがないとさ

れれば、そこに立ち至った理由のいかんを問わずに

破綻した結婚として離婚を認めるというように改め

られた。離婚は基本的には夫婦の問題であるが、そ

れによって子どもが被る迷惑も大きい。そこで離婚

を申し出る前に双方は十分に子どもの問題を協議し

て、誰が・fどもの養育者となるか、すなわち誰と一

緒に暮らすかを夫婦が一緒に提案するように求めら



れている。すなわち、離婚後の子どもの帰属を子ど

もの立場から考えるように求められている。特に子

どもが14歳以上であれば子ども自身の意見が尊重さ

れる。1950年から1983年までの離婚件数の推移は表

2のとおりである。離婚の増加は1970年以後に顕著

であり、新離婚法制定後1、2年は減少したが、1980

年から増加し1983年では121．317組となって最高値を

示している。同じ年の結婚が369，963組であるから、

3組の結婚に対して1組の離婚ということになる。

西ドイツには片親家族が80万あリ、その家族に属す

る18歳未満の子どもは120万人で、その半数は離婚

による子どもたちであるといわれている。

　離婚が子どもに与える影響は大きい。離婚の数は

あくまでも裁判所で決定されたものとして挙げられ

ているが、そこに至る経過は長くその間も子どもは

表2，離婚件数の推移

対　10．000
年 数

人ロ　　結婚

1950・・　…・　…・ 84，740 16．9　　　67．5

1955・・…・　　・……・ 48，277 9．2

1蜘…　　………・・… 48，878 8．8　　　35．0

1965…・・…　　　　… 58，728 10．0　　　39．2

1970…・一……・…・ 76，520 12．6　　　50．9

1975……・・・・・・… lo6，829 17．3　　　67．4

1976・……・……・ 108，258 17．5　　　68．8

1977……・……・ 74，658 12．2　　　47．7

＊1977年内訳

旧法・・　　　・・… 72，959 ×　　　　　　×

新法……・　…・・ L699
x　　　　　　×

1978・…　　　・…・… 32，462 5，3　　　20．8

】979・・　…・… 79，490 B．0　　　51，0

1980・……　・…　　・・ 96，222 15．6　　　61．3

】981－…　　　　　… 109，520 17．8　　　72．3

1982・・ 118，483 19．2　　　78、4

】983・…・・…・……… 121，317 19．8　　　80．6
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脅威に身をさらすことになる。ある時には邪魔もの

として扱われ、ある時は夫婦の憎しみの関係から、

一方の親から切実に求められる。特に夫または妻に

別の相手がいるような場合には、その人への嫉妬が

子どもとの結びつきを病的なものにする。離婚はほ

とんどの場合に冷静で客観的な解決とはなり得ない。

結婚がある意味で最も親密な関係であるからこそ、

その破綻は大きい傷をつくる。新しい離婚法で養育

の権利はどちらか一方の側に与えられ、しかもそれ

を決めるために子どもの福祉を真っ先に考え、その

観点から夫婦で話し合うことが求められているが、

現実には親の見栄や自分の罪意識の補償として子ど

もの所属を決めることが多い。また現に子どもを引

き取っても今度は一人ですべての責任を負うことの

重さを耐えがたく感じることがある。子どもは両親

2人の子どもであるから、一方の親のもとで暮らし

ても、もう一方からの仕送りを受けるし、その親と

の交渉権をもち、親には子どもについての情報が与

えら才．しる。そのために養育権のある親は自分の教育

についてもう一方から監視されるように感じる。親

が再婚した場合にどうなるのか、小さい時に母親と

暮らしていた子どもが大きくなるにつれてより多く

父親を必要とするようになった時、養育権のある親

はどうするのかなど問題は多い。家族の規模が小さ

くなり、父親の権威が弱まり、女性がますます社会

へ進出して行くようになるにつれ、子どもたちはよ

り孤独となり早くから一人立ちすることをある意味

で強制される。離婚した両親の子どもたちはその典

型であり、彼らが成人して家庭を築くとき、それが

どのような形で影響を及ぼすのか楽観は許せない。
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特集・家庭・家族を見つめる

変わりゆくアメリカの家族

ジェームス・C・ピアーズ

ホープ大学教授・ミシガン州里親会顧問

　　ロ　ロく　　だ　　rニ／／　　：t

訳・福田垂穂
　　明治学院大学副学長

　父母と子どもたちが一緒に暮らし．身体的情緒的

経済的安定を保障する核家族こそ、アメリカの大多

数の家族の姿なのだと、今でも考えている人が多い。

ところが、こうした核家族は、多様な家族の一形態

に過ぎなくなってしまったというのが1980年代の現

実なのである、

　1．世帯類型

　1984年には全世帯の59％が既婚者で、18歳以下の

有子世帯がその半数弱、2％強か妻と別居中の男性

世帯、約12％が夫と別居中の女性世帯であるc約4

％が非血縁者との同居世帯、22％強が単独生活者の

世帯である。18歳未満の有子世帯の19％か母子世帯、

3％強が父子世帯、残り78％は再婚した場合も含め

両親と一緒に暮らしている。

　こうした種々の形態の家族を分析してみると、以

下のような事実が浮かんでくる。同じく1984年の統

計によれば、アメリカ人の男女とも90％以上が結婚

したいと考えている，45歳以ヒの男性の94％、女性

の969bまでか少なくとも一度は結婚した経験かある，

離婚者の男性の6人中5人、女性の4人中3人まで

か75歳までに再婚している，

　2．配偶者と同居していない女性世帯

　この中には、別居、離婚、未亡人、未婚者か含ま

れるcこの構成比は、1970年から84年に至る15年間

に大きく変化した。197⑪年に最大の百分比を占めた

のは、未亡人の43％であった。それが1984年には、

離婚者の37％が最大値となり、未亡人は26％に下が

った。別居女性数も減少した，この問23％から37％

に増加した離婚者数の他、未婚女性も11％から18％

に増加している．、

　こうした女性世帯の約半数が、連邦政府の設定し

た貧困ライン以下の低所得生活者である、この中の

有f者の場合、母親たちの低所得、低学歴、不十分

な社会的援護措置にもかかわらず、そのs’一どもたち

は情緒的安定、自尊感情、知的発達及ひ逸脱行動な

どの諸側面で、同程度の社会経済的階層で両親の揃

っている子どもたちと有意差のある問題傾向は特に

示していない。

　女性世帯の一部を形成するのか未婚の母であるが、

彼女らの産んだ子どもの数は、1960年の全出生児の

5％から、1982年の20％と4倍増している、未婚の

母の年齢別は、15歳から19歳が、1960年の1．0〔）O人

中15人から，1982年には30人へと倍増した．，このク”
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ループが特に貧困及び低学歴と結びついている。

　3．結婚の傾向

　ここ数年、初婚年齢が2歳上がって、今世紀初め

の1900年頃と大体同じになった。1980年の平均初婚

年齢は男子24歳、女子22歳である。青年たちは、ま

ず専門職者として自立しあるいは大学教育を終え、

社会的地位をつかむのを先行させたがるようである。

　一方、結婚を余t）遅らせると、結婚の機会を失う

かもしれないと警告する調査も最近現われた。例え

ば、大学卒の女性が20代後半まで結婚しないでいる

と、結婚のチャンスは激変するというのである。学

卒で30歳の女性のチャンスは20％、35歳になるとそ

れが5％にな｝）、40歳ではわずか2．6％になるとい

う。

　4．単身生活者

　独り暮らしを選ぶ者の数も増えているe理由とし

て、自己啓発、自由な暮らし、種々な人と友人関係

でいたい、経済的理由などが挙げられている。

　独り暮らしの女性の場合は、高学歴、高所得、管

理職的地位、専門職などの相関関係が挙げられる。

精神衛生的なMl］面や幸福観などとも関連があるよう

だ。

　一方、男性の単身生活者は、健康上の理由、低所

得、神経症、逸脱行動、アルコール中毒、暴力、人

間関係の不適応などが要因となっている。

5．同棲生活者

アメリカで増加しているいまひとつの形態は未婚

世界の児童と母性

のカップルの同棲である。過去15年間に、その数は

4倍増したという。それでも全世帯数の約4％では

あるのだが、その中の％は1人以上の子どもを持っ

ている。こうしたカ・ソプルは、25歳か．ら44歳の年齢

層に集中して見られる。この層は15年間に20％から

61％に増加し、11％から22％へ倍増した25歳以下の

年齢層がこれに続いている。逆に45歳から64歳の年

齢層は35％から11％へと減少、65歳以上は34％から

6％へと激減した。

　未婚のまま同棲中の何人が、同棲開始時点で、他

の誰かと法的には婚姻関係にあったのかどうかは分

かっていないが、1984年の調査では、同棲中の男性

の92％が結婚、離婚、死亡歴のない者であった。女

性も同様で、既婚者で夫と別居中に他の男性と同棲

しているのは、同棲者中の8％に過ぎなかった。

　同棲を選ぷのは、経済性、擬似家族的雰囲気、性

行為のパートナー、個人的親密さ、法的制約を嫌う

試験結婚的意味などであろう。同棲中の大多数が、

出来ればいつか正式の婚姻関係に入りたいと考えて

いるという、興味深い調査結果もある。

　6．離婚

　統計上は、25歳から34歳の間の男女のすべてが75

歳までには婚姻関係を終えることになる。離婚率は

1982年にいったん減少したものの、その後は劇的に

急増している。第二次大戦後のいわゆるベピープー

ム団塊世代が雛婚率の高い年齢に達した80年代以降

も、この傾向は続くであろうと予測される。

　離婚は結婚後3年以内に起こるものが多く、1984年

の数字では、総数の38％までが4年以内の離婚とな
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っている。

　また、統計的には、どちらか一方が20歳以上の年

齢に達してからの結婚の方が、10代同士の結婚より

離婚率が低い。また結婚年数の長いほど離婚率は減

少する。一度以上離婚した者は離婚を繰り返す傾向

が見られ、白人より黒人の方が、また学歴、収入の

低いほど離婚率は高くなっている。

　7．就労婦人

　独身既婚を問わず、婦人の就労は定着した。］984

年には、全労働力の44％が婦人で占められ、全女性

の54％が就労もしくは就労希望者である。学齢前の

幼児を持つ母親の約半数かフルタイムあるいはパー

トタイムの有職者である。

　大多数の婦人は必要上就労している。自己実現

のために、また社会的接触を増すためにというのか

その他の理由である。しかし現在でも、婦人の給与

は低く、昇進の機会も少ない。婦人所得の平均は、

男性の約60％である。

　家庭生活に起因する職業上の不適応は、子女の養

育の問題、妻・母・職業人としての種の役割からく

る緊張、自分のための時間の無さ等が挙げられる。

家事や育児の役割分割をめく’って、夫との間に争い

が起こることもあろう。社会的保育の充実、就労時

間帯の柔軟性、男女同一賃金の運動は今も続けられ

ている。育児や家事に男性が協力する傾向は一般化

してきたものの、まだ大部分は女性に押しつけられ

ているのである。

8．子とものいない既婚者
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　子どもを持たないことに決めた既婚者もいる。子

どもを持つようにとの社会的な圧力はまだ残ってい

るものの、意図的に子どもを産まない既婚者の数は

社会的関心を引いているし、次第に受け入れられる

傾向にある。

　ユ984年の数字では、30歳から40歳の間の婦人の16

％が子どもを持たず、35－39歳では11％が、40～44

歳の婦人の7％が子無しである。子どもを産むのを

計画的に延ばしている人もこの中にはいるだろうか、

高齢者の場合はこのまま子ども無しで過ごすことに

なろう，また高学歴の婦人ほど子どもを持たない選

択が増えているという調査結果もある。

　子どもを持たない利点として挙げられているのは、

より多くの時間を配偶者や自分自身の専門職業に．

また自己実現や余暇のために、更には高所得を得る

ために使うことが出来るなどである。双方の合意で

子どもを持たない選択をした場合には、子どもを持

った夫婦より夫婦関係の満足度が深いこともあり得

るのである。

　9．養子縁組をする家庭

　養子縁組には2種類あると考えられる。すなわち

縁者間の養子と非縁者による養子である。前者は例

えば親類を養子にするとか、義理の親や祖父母によ

るものなどの場合がある。その他親戚関係にないも

のが後者である，

　アメリカ児童福祉連盟では、1977年には102．000人

の児童が養子となったが、1982年には50，000人が養

子になるだろうと言っている，この減少の理由は、

人工中絶の合法化、計画出産の普及、単親の女性が



子どもの養育を継続する傾向などである。

　養子に出す子どもたちの提供源はいくつか考えら

れる。婚姻外出産、遺棄児、外国からの養子、孤児、

離婚当事者の双方が親権を放棄した場合などである。

最近は、健康な白人の子で養子に出される数が減っ

たために、人種の遠う子どもや年長児、障害児を養

子にする事例も増えている。

　更に新しいタイプの養子縁組に、開放式とでも呼

ぷべきものがある。この場合は、実親と養親がお互

いに分っていて、相互に連絡し合うことさえある。

また養子になった子どもの方から、実親をみつけて

連絡を取りたいと希望する場合もある。

　10．里親

　里親は、児童の実親が法的な親権は保持しながら、

必要に応じて家庭から離して、児童を社会的養護に

措置することである。これは限定された期間、他人

の家族の一員として生活することを期待されるので、

里子にとっては不安定な家族構造だとも言える。

　児童福祉連盟では、1977年には502，000人が里子に

出されていたが」982年には243．000人が里親に措置

されたと言っている。里親は、どこまでも児童に一

時的な代替家庭を与えるものであることを知るべき

である。子どもたちは、親の疾病、遺棄、死亡、離

婚、低所得、虐待や放任などの理由で、この社会的

養護を受けるのである。里親は自分の子どもがいる

場合も、いない場合も、夫婦が揃っているのが大部

分である。彼らは経験や研修を積んで、措置機関か

ら専門性が高いと認められるようになると、それな

りの資格と立場で遇されるようになる。

世界の児童と母性

　以上述べてきた家族の形態は、変わりゆくアメリ

カの家族の多様性をはっきり示している。つまり、

ひとつではない多数の形態の家族が存在するのであ

る。

　人口問題の著名な研究家であるボウル・グリック

は、1984年版「アメリカの人口問題」の中で、1990

年代をこう予測している。未婚の母とその子どもた

ち、離婚した母子世帯、父子世帯の比率はますます

増加するであろう。有子の既婚世帯数は減少し続

けるであろう。子どもを持つことを先に延ばすか、

持たないままになる既婚者が増えるので、子どもの

いない既婚世帯数は大体横這いとなろう。男女共、

独身でいる期間が長くなり、あるいは意図的にか

偶然かは別にして、結婚しないままで終る場合も

増加するであろう。未婚のままの同棲者も増加を続

けるであろう。しばらく横這いだった離婚率も、ベ

ピープーム世代が25～39歳に達する80年代後半から

また増加に転ずるであろう。また、再婚率は次の5

年間は低下するであろうし、2度以上の離婚数は逆

に多少増えるであろう。児童期のある期間、単親家

族となる児童数も増え続け、実親と継親の組み合わ

せである両親と暮らす児童数も更に多くなるであろ

う。養子と里子の児童数は漸減するであろう、と。

　形態は変わろうとも「家族」は存続するのである。

ボウル・グリックはこう言っている。「離婚の増加、

単親世帯、生涯独身でいる者が増え続けても、また

家族そのものが今日の家族とは形を変えるとしても、

人間は依然として家族の中で生きるのである。アメ

リカの家族はなおも変化するのであろうが、家族の

絆はいつまでも残るはずである」と。
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特集・家庭・家族を見つめる

イスラエルのキブツ
集団保育の子育てへの影響

いL　　　　か÷

石　　垣

聖和大学教授

・

手
み

美云恵

　イスラエルにおけるキプツの親子関係については

本紙第15号C1983年10月）で既に述べた。その折に

もふれたが、70年の歴史をもつキプツの集団主義保

育は今、次第にその特色を失いつつある。つまり、

親と子が別々に眠る親子別寝制度から、メンバーた

ちの投票によって、親子同寝へと制度を変えるキプ

ツが続出し、キブツの「子どもの家」はさながら普

通の昼間保育所へ移行しつつある観がある。しかし、

制度は変わってもキプツの理念は変わることなく、

教育にあってもよいキプツ人育成を目指して「自由」

「自治」「独立」の精神にねざしたきめの細かい教育

が行われている．以前から家族関係は重んじられて

いたが、最近は特に、家族同志の絆がキプツのメン

バー同志の連帯の原型であるとの考えが重視され．

キプ’ソの生活はより家族的になってきている。

　今回は、筆者がイスラエル・ハイファ大学教育学

部に留学中に、付属のStudy　Center　for　Chlldreパs

Activitiesにおいて行った観察の一部をごく簡単に

紹介し、家庭・家族の問題を考えてみたい。同セン

ターでは、曜日毎に、キプツの子どもたちの来る日、

一般ユダヤ人の子どもたちの来る日、イスラエル在

住のアラブ人のFどもたちの来る日か設けてあり、

環境のととのった保育室で半日の保育が行われるが、

この3者を比較・観察した結果は次の通りである、

発達と活動内容の面からの分析を記そう，3者とも

5歳児の集団である。

　①身体的発達は外見上からは個人差がみられるが、

　3者問に相違があるとはみとめられない。

　②精神的発達tすなわち情緒的、意志的、知的発

　達に関しては、3者間にかなりの相違がみられた．

　③情緒の最も安定していると見受けられたのは、

　キプツの子どもたちであるtfとまれた時からの仲

　間と一緒であるという安心感が、異なった環境に

　入っても動揺しない安定性を生みだしているc一

　般ユダヤとアラブに関しては、新年度に新しく作

　られた集団であるため、不安の度合いは両者とも

　同じである．しかし、一般ユダヤの方が喜びの表

　現が比較的多くみられ、アラブの方が泣く子が多

　かった。これは、アラブの場合、言語による障害

　も関係していると思われる。（アラブ人は平素はア

　ラビア語、センターではヘブライ語で保育をうけ

　る｝また全般的に、ホーム・コーナー｛ままごと｝

　は子どもの情緒を安定させる場所であるように見

　受けられた。
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④意志的発達は、これをどうとちえるかによって

見方が異なってくる。長時間じっと忍耐して教師

の話を聞こうという意志は、アラブが最もすぐれ

ている。しかし、靴をはくのに人手を借りず最後

まで自分ではきおおせようとする意志はキプツの

子どもの方がすぐれている。一般ユダヤの子ども

たちは教師にはかせてもらう。アラブの子どもは

はしめから靴をぬがない。「パズル」を最後までや

りとげるのはキプツの子どもたちである。従って、

従順への意志はアラブの子どもたちが最も強く、

完成への意志はキブツの子どもたちが最も強いと

いえるであろう。その原因は、民族性や個人差も

あるが、入園までの家庭や子どもの家での教育の

あり方にあると思われる。

⑤知的発達は、潜在的に生まれつき知能の高低は

あるものの、生まれてから入園までの育てられた

環境にも多く左右される。

　キプツの子どもの家はセンターの環境と類似し

ているe各キプツがセンターを見習って子どもの

家の環境を整え、センターにおける新しい試みが

Study　Centerでの保母とキブツの子どもたち

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

　成功すると、各キプツは直ちにそれを取り入れる。

　キプツの子どもたちは3歳ごろより既にセンター

　によく似た環境に育ち、それ以前の「幼児の家」

　もセンターにおける実験を部分的に取り入れてい

　る．そのため彼らはセンターに来ても複雑な活動

　ができる。一般ユダヤとアラブは新年度に幼稚園

　に入園するまで、各人が異なった環境の中で育っ

　てきている。一般ユダヤの中には乳幼児の頃より

　保育所に入っていた者もかなりおり、その家庭は

　民主的である。アラブの場合、ほとんど家庭で育

　てられており、その家庭の大部分は保守的で、子

　どものための好ましい環境づくりが配慮されてい

　る場合は少ないと推察される。そのため、知的発

　達の面でも差が観察された。キプツの子どもたち

　には、「そこにある材料を使って何か作品を作りだ

　す段階」が多く観察された。一般ユダヤとアラブ

　は、「試しにさわってみる段階」、次に「材料その

　ものをもて遊ぷ段階」が多く観察された。

　ホーム・コーナーは前述したように情緒面よりみ

れば子どもを安定させる基地の役目をしている。し

かしそこでしばらく時を過ごして安定した子どもた

ちは、周囲の環境をみわたして知的興味にかられて、

それぞれのコーナーへ散っていく。

　ひとつの活動を終えた子は一応基地であるホーム

コーナー（時にはプロ・ソクコーナー）へもどる場合

が多い。

　複雑な活動が最もたくみなのはキプツの子どもた

ちである。例えば、ホームコーナーへ家を建てるの

に大型積み木をトラックに乗せて運び、途中で信号

機を使って交通整理が行われ、何度もかよって家を
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作り、その中でままごと遊びを展開した．一般ユダ

ヤの子どもたちは、トラ．．・クに積み木をつんで走ら

せるが、家作りには発展しなかった、アラブの］：ど

もたちはトラ．：・クを走らすだけで、積み木に手をつ

ける者はひとりもおらず、トラ．ノクの取リ合いが何

度も起こった。アラブの子どもの場合、「仲間のする

通りしていれば間違いはない」と考える子どもか多

いようで、そのせいか1つのコー＋一へのナダレ現

象がしばしばみられた。

　以上は、センターへの入園後1ヵ月経過した時点

での観察であるか、3者間の相違の最も大きな要因

は、その育てられた環境の差によることが、明確だ

といえるであろう．

　Srudy　Centerにおいては、さなからユダヤの知

恵を見た思いがした。欧米の幼稚閲をよく観察Lて

長所を取り入れ、かつ理論的にも世界の教育界を網

羅して、その上でユ；一クな活動が研究的に行われ

ている，これはキプツの教育の指導力となっている

ばかりでなく、一般ユダヤはもとより、アラブの後

進性を打破する原動力ヒもなっているのて’ある，

　今回の特集は「家庭・家族を見つめる」というテ

ー
マである。以．．ヒの行動観察にみられるように、キ

プツのf’どもたちにとって「ホーム・コーナー」は

最も安定できる場所である，これは平素の彼らの生

活が何ら一般家庭のそれと変わらないばかりか、そ

れ以上に家庭が彼らの生活のペースとなっていると

みることができる一例て’はないだろうか。

　「キプツの子どもたちは発達的に何らかの傾向がみ

られるのではないか」ということが本稿依頼の二趣

旨であったか、私はどんなことを示せぱよいのか困
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　キプツでの父親と子どもたち

るのである、

　当然のことながら、キプツでは共働きである，し

かし、キプッというコミューンの中での労働であっ

て、’子どもの家」とは地理的に極めて近いし、保育

中に親かわか二f・に会いにくる場面や、保．母が子ども

たちを親の仕事場へつれてくる場面は多くみられる

が、これは距離的にも可能で’ある　午後4時半ごろ

からのファミU一アワーでは、非常に美しい親子団

らんの光景があちらこちらに展開され、特に父親は

わカ（．子．と実によく遊，；：tt

　「集団保育」という言葉のイメージが「家族」と相

対するという先入観で受けとられている場合がある

のではないかと思うが、両者は共存できるし、集団

保育だからこそなお家族を大．切にしたいと彼ちは願

っている。日本の一般家庭よりも時閤的にも質的に

も、キプツの子どもたちは家庭的な保育を受け、家

族の絆は強いように私は思えるのである。
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　はじめに

　児童について語る場合に、家族の問題を別にする

ことはできない。その家族が多くの先進工業国にお

いて大きく変化しつつある。児童福祉の問題は常に

家族と児童との関係の中で生まれてきたが、初期の

児童福祉は主として貧困家庭と密接に結びついてい

た。しかし、今日の児童福祉は、貧困にまつわる児

童の処遇が中心であったものから、豊かな社会の中

で発生する児童の問題や家族の問題解決の方向に移

っている。早くから少産少死型社会に突入したフラ

ンスでは、特に人口政策的観点から家族政策の強化

か図られたが、1970年代後半から変化する家族機能

に対応した新しい家族政策への転換が行われている。

そうした変化を踏まえながら、フランスの児童福祉

の概要をみてみたいと思う。

　L変貌する家族

　フランスの人ロは、約5．400万人。そのうち20歳未

満が30％弱、65歳以上か13％弱であり、この構成比

は第2次大戦後大きく変わっていない。フランスは、

人口の老齢化（国連の基準では65歳以上人口比が7

％をこえたものを言っている）の点では先進諸国の

中で最も早く、既に19世紀の半ばにその水準に到達

しているが、第2次大戦後の人口老齢化のスピード

は比較的緩慢である。しかし、人ロの高齢化の原因

は、高齢者の寿命が伸びたからというより、出生数の

減少によるものであるということが明らかになって、

人口政策的見地から家族政策が重視されるようにな

り、今日の家族手当制度を生み出すことになった。

　第2次大戦後、他の国々と同じように、フランス

でも一時期ベビープームが到来したが、高度経済成

長期に入ると出生率は低下し始め、1970年代末には、

人口粗再生産率（1人の女性が生涯に産む子どもの

数。2．1以上でないと人口は減少する）は1．8前後と

なったため、人口政策面からの危機感が強まってい

る。だが、この出生率の低下現象はそれだけで独立

したものではなく、その基盤となる家族の変化と並

行した現象である。というのは、出生率の低下と並

行して、婚姻率も着実に低下しており、その逆に離

婚率の増加が顕著にみられるからである。工972年か

ら1985年の間に、婚姻数は416，000組から273．000組

に減ったのに対して、離婚は43，000組から109．600組

と倍増している。こうした現象の大きな背景となっ

ているのは、経済成長、大量消費社会の出現ととも
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に女性の社会進出が進行したこと、しかもそれは、

女性の高学歴化に加えて、避妊薬の使用認可（工967

年）、妊娠中絶法、離婚法改正（いずれも1975年）な

ど、子を産む性としての女性の解放が実現しつつあ

ることである。こうした女性を取り巻く社会環境の

変化は、自由な男女の結びつき、すなわち法的な結

婚の形式によらない男女の同居、同棲を増加させて

いるが、こうしたカ・！プルは1985年で100万組をこえ

ており、それらのうち結婚に至るのは3分の2にす

ぎない。しかも、法的な結婚によらない出生もふえ

ており、1984年には全出生の18．5％、135．000人が婚

外出産となっている。

　生まれてくる子どもだけでなく、既に生まれた子

どもたちの上にも親たちの変化の影響が大きく覆い

かかっている。いわゆる「片親家庭」の増加である．．

両親の離婚、別居によって父母のどちらか〔多くは

母親）に子どもたちは引き取られることになるが、

そうした家庭は、1975年から1982年の7年間だけで

25％もふえている。言いかえれば、子どもたちの10

●新しい家族形態

　〔人口問題研究所のJ．－L．ラ1）ユによる）　　　単位＝％

世帯のうち1組以上が片親家庭だということになる。

ある社会学者によると、子どもたちの4人に1人は、

1度は片親家庭の経験をもっている勘定になるとい

う。しかし、こうした伝統的な結婚や家族の崩壊傾

向が止めどもなく続いて社会全体を覆いつくすわけ

ではなく、伝統的な家族を中心に、同棲t離婚、別

居、片親家庭、片親家庭同志の結びつきによる複合

的家族など同様な家族の混在がノーマルであるよう

な社会へ向っているというのが社会学者や人口学者

たちのおおかたの見解であるが、個々の片親家庭は

一時的なものであるにしても、全体として片親家庭

の急増に対して、フランスの家族政策はこの問題を

新しい主題であると考えていることは確かである。

　こうしたフランス社会、とりわけ家族のありよう

の変化に対して、保革逆転によって保守政権が誕生

した直後の国民議会で、シラク首相は、フランスの

人口は冬の時代にあるとして、「フランスの活力を取

り戻す千載一遇の機会であるから、大胆な家族政策

を実行して“敏だらけのフランズの若返りをめざ

すべきである」と強調している。
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　2．フランスの家族政策と家族手当制度

　フランスの家族政策の最初の関心は人口問題であ

り、低下する出生をくい止めることであり、1939年

の家族手当制度の制定であった。第2次大戦後のベ

ビーブームの到来とともに家族政策の関心は、ふえ

た児童をかかえる家族のために住宅を確保すること

であO、住宅手当の創設（1948年）となった。また、

子どものいる家族と子どものいない家族の所得のバ

ランスを図る目的で、家族数による税控除（1945判

が導入された。高度経済成長や女性の権利拡大にと

もなって、高度成長末期に顕著になった片親家庭児

童に対して、孤児手当が、次いで片親家庭手当（19

76年）が創設された。そうした中で、女性の社会進出

は動かし難い趨勢であることを認めて、働く女性た

ちが子どもを産みやすい条件づくりの一環として、

育児のために2年間職場を離れることを認めた育児

休暇制度（1977年）を取り入れた。1980年には、第

3子以降奨励策が打ち出された。今日、妊娠から始

まって、出産、育児、学校教育の全期間を通じて、

児童に対する経済、社会生活の両面に及ぷ政策が実

施されるに至っている。こうした家族・児童政策は、

主として家族手当制度によって行われているが、家

族手当制度そのものは、当初の児童手当的性格から、

所得再分配政策的側面と社会福祉的側面に及ぷ広範

囲な性格を備えるものとなっている。

　家族手当は大きく生活保障、住宅援助及び個別目

的給付の3種類に分けられる。生活保障給付は、家

族手当及び家族補足給付から成り立っている。住宅

援助は、多くの子を抱える家族に対する援助だけで

なく、老人世帯や若夫婦などに対する福祉目的援助

世界の児童と母性

に及び、家賃補助や住宅取得・改修のための援助か

ら成り立っている。個別目的給付には、出産に関連

する給付、教育に関連するもの、障害児・障害者に

関連するもの、及び片親家庭等に関連するものが含

まれている。

　これらの家族給付のうち児童に直接関連するもの

は、家族手当、出産給付、入学手当金、障害児特殊

教育手当、片親手当及び孤児手当である。

　家族手当：いわゆる児童手当である。扶養する児

童が2人以上の家庭に対して、児童の数に応じて基

準月額（1986年1月1日現在1，662．56フランの一定

割合…2子の場合32％、3子73％、4子114％、5子

以上1人につき41％を4子の割合に加算）を支給す

る。また、10歳及び15歳をこえる子についての加算

がある。

　出産手当（産前産後手当）：1984年工2月31日以前に

妊娠したものについては産前産後手当であるが、19

85年1月1日以降の妊娠については出産手当として

支給される。出産手当（allocation　au　jeune　enfant）

は、扶養する児童数に比例し、1人につき基準月額

の45．95％が9ヵ月分支給される。

　障害児特殊教育手当：20歳未満の障害児が治療・

教育目的施設に入所する場合に支給され、障害の程

度に応じて加算がある。通常は基準月額の32％である

が、重度の場合72％、中度の場合24％が加算される。

　家庭援護手当：孤児手当と呼ばれていたものであ

る。両親またはそのいずれかが扶養義務を放棄した

児童に対する生活保障で、児童数に比例して支給さ

れる。両親の扶養義務放棄の場合、児童1人につき

基準月額の30％、片親の場合22．5％が支給される。
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　片親手当：離婚、別居、扶養義務放棄、配偶者の

死亡のほか未婚の母まで含めて、両親の一方が子を

扶養する場合に支給される。ただし所得制限があり、

現行年額38，650フランに、扶養する児童1人につき

6，000フラン加算した額と定められている。手当額は

基準月額の200％で、児童1入ふえるごとに50％が加

算されるe他に扶養する子のない妊産婦の場合は基

準月額の150％である。

　両親のための教育手当：3子以上の子を出産する

ために職をやめるか、パートタイム労働に切り換え

る母親に2年を限度として支給するもので、手当額

は、職をやめた場合月額1、025フラン、バートタイム

となった場合512フランである。この出産のための退

職手当は、多分に人口政策的な目的をもっているが、

多くの失業をかかえて高年齢者の早期退職を奨励し

ているフランスの雇用政策的な配慮をその背後にみ

ることは必ずしも穿った見方ではなかろう。家族手

当や経済的援助によって出生率を回復しよっといフ

伝統的家族主義は保守政権において強くみられるが、

家族給付と出生率回復との直接的関係はあまりない

のではないかという消極論は左翼政権において強か

った。フランスの杜会保障立案者として知られるラ

ロ・ソクは、「人口に関する問題はメンタリティの問題

である」と言っている。

　3．児童福祉

　児童福祉には2つある。社会福祉の一環であるが、

社会保障や家族給付との関連で行われるものと、孤

児や社会的不適応児童に関する古くからある児童福

祉である。前者としては、母性児童保護（PMDや

28

学校保健サービス、幼稚園・保育所、バカンスの家、

青少年センターなどの施設がある。

　母性児童保護は、第2次大戦直後の1945年に杜会

保障の一環として新生児保護を目的として制定され

たものである。産前産後の給付が家族給付制度によ

って行われるほか、産前産後の医学的検査、予防接

種などは医療保険の保健サービスとして行われてい

る。また、働く母性の保護として産前6週、産後IO

週、計16週（最高20週）を有給休暇として認めてい

る。出産したすべての児童に対して健康手帳か作ら

れ、健康管理、健康教育のための記録保持に用いら

れている。

　児童の福祉施設としては、保育所と幼稚園がある。

前者は主として働く母親のために幼児を預るもので、

一
般保育所のほか、有資格の保母たちによる家庭で

開設される家庭保育所、保母の助けを得て親たちの

手で開設する親たちの保育所などさまざまな形態の

ものがある。これらの保育所に対して、家族給付制

度が認めたものについて、その費用を主として家族

給付制度、地方公共体等が負担し、残り一部を利用

者が負担することになっている｛1985rp度で、1日

当たりの平均的費用208フランのうち、51％は地方公

共体、20％は家族給付制度、利用者負担は平均26％

であるが所得に応じて負担率は異なる）。

　働く母親以外の母親のための保育所も何種類かあ

り、幼稚園的なものや一定期間のみ預るものなどが

ある。特に後者の大多数は家族給付制度によって運

営されている。また、自宅保育が不可能な家庭のた

めに日夜続けて子どもを預る施設も少数であるが存

在している。



　子どもを預るだけでなく、教育目的をもった就学

前の施設として幼稚園がある。フランスの幼稚園普

及率はヨーロ7バ諸国のなかでも高い部類に属して

おり、特に2歳児からの普及が進んでいる（1978年

度で、2歳児の入園児は既に3分の1であり、4歳

児では99％であった）。

　学童のための福祉施設としては各種の余暇・スポ

ーツ施設がある。そのために青少年及び余暇・スポ

ーツ省が設置されており、各地に活動主体を設置し

てその活動に補助金を支出し、また余暇・スポーツ・

センター設立のための予算措置を講じている。特に

夏を中心とする長期休暇のための集団的なバカンス・

センターやコロニーが国の補助や家族給付制度の補

助によって積極的に設けられている。

　母子児童保護と並んで児童の健康管理を行うもの

として学校保健がある。1945年に母子児童保護とと

もに法制化され、現在は各県の保健福祉局の管轄と

児童椙祉施設

施設数 収容人貝

従来型 L402
75，775

保育所　ミニ保育所 150
2，929

家庭保育 一 40，270

福祉目的 87
2，656

託児所　医療目的 47
2，070

多目的 16 703

児童預り施詮 272
12，778

母と子の京 98
2，488

鯖神薄弱児施設 1，397 96，300

性格問題児施設 242
14，900

身体障害児施設 124
7，goo

感覚器官障害児施設 144
12，400

子どもの家 151
9，700

非行児童施設 159
4，700

費軒：Annueire　deS　St邸istiques　S●nit瓜iひs　et　Soeidles，1984

世界の児童と母性

なっている。学校保健の主な目的は、幼稚園への入

園から始まって、教育過程の区切りごとに学童の健

康状況を調べ、また学童の感染病予防、栄養指導な

どをきめ細かく実施することである。

　児童福祉が早くから手がけてきたのは、不適応児

童と捨て子、孤児の救済である。不適応児童は、身

体または性格に問題があって、正常の学校教育、家

庭生活、就業などが困難と認められる児童であり、

それぞれそのための特殊教育が行われている。精神

面に問題のある精神薄弱児は、児童の2ないし4％

といわれ、これらの児童のために学校内に特殊学級

が設けられるか、専門的施設が設けられている。性

格や行動に問題のある児童は性格問題児として扱わ

れ、児童の5％が該当するとみられ、準非行児など

と併せて特殊教育・保護観察施設（法務省所管）に

収容され、教育を受ける。感覚器官（盲目、ろう唖）

または運動器官に障害のある身体的不適応児には、

盲目またはそれに近い児童0．13％、ろう唖児童O．22

％、運動器官障害児童1．75％などが含まれ、それぞ

れの状況に応じて文部、厚生、法務の各省の所管す

る教育、医療施設が特殊教育を行っている。

　児童福祉の中で最も早くから行われているのは捨

て子、孤児救済で、17世紀の聖人サン・ヴァンサン・

ド・ポールにまで湖る。フランス革命時は孤児院収

容政策が主体だったが、現在は施設より家庭引き取

1）の方向が重視されている。捨て子、孤児救済は治

安目的の公的扶助の対象として社会扶助として行わ

れてきたが、捨て子や非行児童等の特別のケースを

除いて、社会保障（家族給付）のサービスに吸収さ

れる方向にあると言ってよい。
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・…　北京市の児童福祉事情

さロ　　　　　　　　　　　　　　t’li

蘇　　　　　‡皮

北京市教育学会副会長

　子どもは国の宝である。そして国の未来であり、

希望でもある。児童の資質の善し悪しは国家の命運

と前途に直接かかわる問題である。新中国成立以来、

わが国は児童の健やかな成長を非常に重要視してき

た。とりわけ1978年12月中国共産党が第ll回三中全

会を開催して以後、児童問題は党全体、社会全体か

ら重視され、保健、栄養、心理、教育の面だけでは

なく、身障児に対する福祉、養護の面でもかなりの

発展を見ている．そして児童のための専門機関が設

けられ、児童の心身の発達についての科学的研究が

展開された。こうして、わが国の児童福祉事業は、

新しい段階に入ったのである。

　北京市は現在1千万に近い人口を擁している。そ

のうち、出生直後の子どもから学齢前の児童は百万

名に近く、就学年齢に達した児童は百万を超え、合

わせて北京市全体の人口の5分の1を占めている。

このため、児童の福祉や教育の事業を成功させるこ

とは、児童の資質を高め、人々の生活を安定させ、

首都の建設を発展させることに重要な意味を持つば

かりか、全国に対しても大きな影響力を持つ。数年

来、北京市人民政府の関係部門は、児童福祉、教育

事業などを横極的に推進し、顕著な成果を収めてい

る。主な事業は次の6つに分けられる。

　L児童の保健

　子どもの生命と健康を守ることは、児童福祉事業

の第一の大仕事である。ここ数年、わか国では産児

制限の政策を実行し、「1組の夫婦に1人の子ども」

が提唱されている。従って「立派な子どもを産んで

立派に育てる」ようになったため、母子の健康を保

護し、乳児の死亡率を低下させ、全体的、系統的な

児童保健及び伝染病の予防の仕事を展開させること

か、更に重要になってきている。

　現在北京市には、児童保健所1ヵ所、小児科研究

所2ヵ所、児童医院3ヵ所、産婦乳児保健院2ヵ所、

婦人幼児保健所21ヵ所が設けられている。それ以外

に、各医院には小児科が設けられ、医療にあたって

いる他、保健科は地域の保健の指導と管理にあたっ

ている。このように児童保健の医療業務のネ…トワ

ー
クが形成されている。児童には出生後すく’に健康

カードが作成され、定期的に健康診断が受けられる。

各種伝染病の予防注射とワクチンの接種を計画的に

行っている，長期的な努力により、都市部の乳児死

亡率は既に、建国初期の17．6％から1％まで引き下
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げられた。児童の体格も普遍的に良好となり、体質

も大いに強化されている。天然痘、ジフテリアなど

の伝染病は既に消滅し、小児麻痒の発病率は年々低

下し、それによる死亡は基本的になくなっている。

はしか、結核などは、ワクチンによリコントロール

し、肝炎、伝染性下痢症も有効な措置が取られ、発

見と同時に隔離治療を行い、その蔓延と続発をくい

止めている。

　われわれは、衛生医療部門の専門家に頼るだけで

はなく、町内や村の衛生末端組織にまで深くかかわ

り、広く大衆に衛生保健の知識を宣伝し、広範な大

衆の力によって仕事を進めている。比較的短期間で、

大きな成果を勝ち得た主な理由はここにある。

　2．児童の保育

　新中国成立後、わが国の婦入は、男性と同等の社

会的地位を得、社会の生産労働や社会的仕事に参加

する権利を得た。婦人が就業した後、当然起こって

くるのが、子女のしつけの問題である。児童の保育

の事業を速やかに発展させるため、30有余年北京市

は、国が定めている保育事業の方針を終始一貫して

行ってきている。すなわち、衛生局、教育局が市立

の託児所、市立の幼稚園を運営し、役所、工場、学

校などの企業事業部門や軍隊組織が、各々の部門、

各々の組織の必要に応じて自ら託児所、幼稚園を経

営する一方、広く都市の町内や農村の郷・村の末端

組織にまて働きかけ、自力更生の精神で、託児所、

幼稚園などの組織を運営させている。子どもの保育

の仕事は二重の社会的機能を備えている。大衆から

後顧の憂いをとり除く社会的福祉事業であるととも

世界の児童と母性

に、次の世代の健やかな成長を育む教育事業をも担

っている。従って各方面の指導者から重視され、大

衆の関心と支持を得ている。1948年、北京市にはわ

ずか15ヵ所の幼稚園しかなく、入園している幼児は

2，400名であった。30余年を経た現在、幼稚園は工業、

農業生産や経済の発展に伴い、勢いよく発展してい

る。1985年9月の統計によると、全北京市の各種幼

稚園は既に2，955ヵ所に達し、園児は31万6千余名、

教職員、労働者は4万7千余名にまで増えている。

　下の表でもわかるように、都市部の幼稚園は発展

の伸びが早く、入園幼児数は既に20万名を超え、3

歳から6歳までの入園率は、80％以上となっている。

託児所の伸びも比較的早く、1984年9月の統計では、

全北京市の各種託児所は1，752ヵ所、家庭託児所が1

万6千ヵ所、収容されている乳児・幼児数はU万4

千余名である。都市部では、生後56日から3歳まで

の児童の入託率は42，6％となっている。

北京市幼稚園基本状況　　　　　　　　　　Ig85．g統計

国　　数 班　　数 在園児童数 教職貝数

緯　　計
　ヵ所
2，955

　　班
ll，914

　　　人

316，024

　　　人

47，033

⑯門別〉

教育部門 126 L247
40，516 3，ア02

その他の部門 L283 7
，
1
0
7
・ 173，399 35，157

団　　体 L546 3，560 IO2，109 8，174

（地区別〉

都市部 L2“ 7，796 207，766 37，651

県レベルの町 276 LO19 23，889 4，313

農村部 L435
3，099 84，369 5，069
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　時代の前進と科学技術の迅速な発展に伴い、乳幼

児の早期教育の重要性に対する人々の認識も徐々に

高まりつつある。特にここ数年来、一人っ子の数が

ますます増えており、保護者の託児所、幼稚園に対

する要求は知力の開発、人材育成の基礎固めの方面

に眼が向けられている。また、自発的に次の世代に

関心を持ち、子どもたちのために何かをやろうとす

る傾向が強くなり、都市であれ、農村であれ、託児

所や幼稚園をつくろうとする気運か高まっている。

こういったことが、児童の保育事業を更に発展させ

ていく上で、有利な条件となっている。

　託児所、幼稚園の保育、教育の仕事は、わが国の

教育の総目標に基づき、乳幼児の生理的、心理的発

育の状態や年齢ごとの特長と結びつけてプログラム

を組み、体育、知育、徳育、美育などの全体的発展

教育を行い、その身心を健康で活発なものに成長さ

せ、将来への基礎づくりとすることである．幼稚園

の教育事業は、国家の教育部門から出されている「幼

稚園教育綱要」〔試行案）に基づいて行っている。教

育内容には、生活衛生習慣、体育活動、情操教育、

常識、算数、音楽、美術など8つの部門か含まれる。

幼児は活動的で好奇心が強く、質問好き、遊ぴごと

好き、模倣好きであり、具体的なものを思惟するこ

とを好むという特長を持つ。従って、幼稚園教育で

は．遊びの形式や授業形式において、観察、労働、

体育活動、娯楽及び日常生活など多種多様の形式や

手段を用いて、十分に眼、耳、口、手など多くの感

覚器官に訴え．手と脳の併用を促す必要がある，情

操教育はそれぞれの活動の中に組み入れ、幼児が知

らず知らずのうちに教育を受けられるようにする。

32

また、教師やその他の職員は幼児を愛し、大切に扱

い、一つひとつの言葉と行動はすべて子どもの模範

とならなければいけない．幼稚園はまた、家庭と密

接に連絡をとり、歩調を合わせ、双方の教育内容を

一致させねばならない。これらはいず7Lも、幼稚園

教育に求められる、遵守すべき事柄てあり、努力し

てやらねばならない事柄でもある，

　託児所のしっけ、教育；al国の衛生部門が公布し

ている「3歳以前の小児集団教養大綱」（試行案｝に

規定される要求に基づいて行っているc数年来、託

児所では日常衛生、保健に力を入れ、乳幼児の生活

の保護と世話を強化するほか、3歳前の児童の大脳

の発育は速やかである、という特長に照らし、日常

生活のさまざまな活動と相結合する方法を採用し、

乳幼児の早期教育を強化している．感覚器官の訓練

と運動能力の訓練を行い、独立して生活できる能力、

よりよい行いの習慣や衛生習慣を身につけさせ、活

発かつ明るい性格の持ち主に育てあげている．

　更に託児所と幼稚園はともに環境と安全に｝一分心

を配り、児童が毎日戸外での活動時間を十分持ち、

樹木の苗に水をやる幼稚園児たち



発育に必要なさまざまな栄養がとれるようにしてい

る。そして、子どもたちが託児所や幼稚園を愛し、

自分の家の中で生活していると感じられるようにす

べく心を砕いている。

　十分なレベルを持つ保育者や教師を育成すること

は、託児所、幼稚園を成功させる鍵である。目下北

京市には、幼児師範学校が2ヵ所あるほか、24の職

業高校に幼児教育のクラスが開設されており、毎年

中等専門教育を受けた1千名余りの幼児教師を北京

市に送りこんでいる。これと同時に、職員、保育者、

教師などのスタッフや園長、所長などの養成訓練の

面でも、われわれは職工幼児師範学校や各種短期訓

練班、業務講座を設けている。更に、雑誌「学前教

育」を出版するなど、保育者、教師が専門的理論や

知識を高め、幼児教育の経験を交流しあえるよう、

その指導と援助に努めている。保育者、教師など保

育に従事する者の責任感や誇リを高めるため、彼ら

に対して職業、道徳教育を行うことを重く見、優秀

な者は表彰し、「模範教師」や「先進工作者」の栄え

ある称号を与えている。それとともに、政治面、生

活面でも彼らに関心を寄せ、彼らの社会的地位を高

めるべく注意を払っている。これらすべては、幼児

教育の隊列を強化し、幼児教育の質を高めるうえで

積極的な作用を及ぽすものである。

　3．少年児童の校外教育

　少年期はまさに身体が成長し、知識欲も旺盛、可

塑性がかなりあるため、外からの影響を受けやすい。

小中学生の校外教育の活動をいかに組織し、いかに

とり行うかは重要な任務となってくる。

世界の児童と母性

　建国以来、わが国は各地に相次いで少年宮、少年

の家、児童図書館、児童映画館及び多種多様な校外

教育の機関と場を設けた。北京市政府も、少年児童

の校外教育機関の設立を重視している。現在北京市

には、国が運営する少年宮が16ヵ所、少年の家が45

ヵ所、少年芸術館、図書館、科学技術館が13ヵ所あ

る。国の援助を受けている民営の住民委員会活動セ

ンターが1，013ヵ所。それ以外に、役所、部隊、工場、

鉱山、学校が運営する少年の家が450ヵ所ある。完全

ではない統計によると、これら校外活動の場が、毎

年900万人余りの児童を収容して、コーラス、文芸合

同公演及びフォークダンス普及などの活動に参加し

ている。同時に、彼らの異なる趣味や長所に照らし、

音楽、声楽、ダンス、演劇、朗読、工芸美術、電子、

生物、模型、パスケットポール、サッカー、パレー

ポール、卓球、体操などのサークル、1，500余りを設

けている。かつ5万名余りのメンバーに、長期的、

専門的訓練を受けさせ、それぞれ異なる専門的基礎

教育を行っている。

　30年来、少年宮、少年の家などの校外教育の機関

と場は、少年、児童が徳育、知育、体育、美育のバ

ランスよい発展を遂げ、彼ちの健やかな成長を促す

面で重要な役割を果している。その他、人材を発堀

し、養成する重要な場ともなっており、特殊技能を

身につけた多くの人材が、往々にして、少年時代こ

れらの校外教育の活動に参加していたことが明らか

になっている。一方、都市の小・中学生は、1年の

っち3分の1以上の時間（睡眠を除く）を学校以外

の場で過ごすことになるが、大部分の家庭では父母

が仕事についているため、放課後、子どもの世話を
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